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背景・問題意識
 他の産業分野と同様、電力分野においても、ビッグデータやIoT等のデジタル技術を活用

した競争力強化の取組が広がりつつある。
 特に、発電所の運転状況や送配電設備の管理状況、需要家の電力使用量など、様々

なデータの活用は、コスト削減につながるのみならず、新事業の創出や付加価値の向上を
もたらす可能性を秘めている。

 デジタル技術の活用を進めるに際し、電力会社は様々なデータを有している一方、その
データを解析し、競争力強化に活かしていくノウハウは必ずしも十分に有していない。このた
め、高度なデータ解析能力を有するAI事業者等との連携が鍵となる。また、新事業の創
出を図る上では、他の事業者との協業も重要となる。

 他方、電気事業法上、独占的な地位を有している一般送配電事業者の有するデータの
活用に当たっては、データの利用・提供方法や、データの加工費用や得られる収益の扱い
など、整理すべき課題も少なくない。

 こうした状況を踏まえ、電力分野におけるデジタル化の状況を紹介の上、特にスマートメータ
のデータ活用に向けた検討の方向性について御議論いただく。
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（参考）これまでの御議論
＜第４回電力・ガス基本政策小委員会：2017年7月7日＞
（村松委員）
 デジタル化については、破壊的イノベーションをもたらすモノとして、期待大。通信ネットワークの利活用が重要だが、

それに際して3点ほどコメントをしたい。
１．標準化。一つに決めるのは難しいが、技術のパターンが多様化してしまうと、プラットフォームや事業者参入

の指針が立たない。マーケットのターゲティング化も難しい。標準化は今段階では難しいが、海外展開も見据
え、ぜひやって欲しい。

２．信頼性担保。データの管理に際しては、暗号化で厳密な管理が必要だが、一定レベル以上の要件を国で
求めてはどうか。

３．スマートメーター。普及率を上げるのは当然ながら、スマメ自身のアップグレードにも期待したい。

＜第６回電力・ガス基本政策小委員会：2017年12月20日＞
（村上委員）
 恐らく一番これから世界の、特にアメリカの会社が力を入れているのは、アプリケーション、ビッグデータ、ＡＩをい

かにエネルギーの産業で活用していくか、川下の部分の議論。ここへのフォーカスが大変重要。
 例えばグーグルなどのアメリカの企業はビッグデータ、ＡＩのところではトップを占めているという状況。日本は遅れ

ている。世界の最先端のプレーヤーとパートナーシップ、アライアンスを組むことが重要。かなり進んでいるスキルを
持っているパートナーと、いかに共同の作業を進めていくようなプラットホームを官がサポートするか。民の会社がそ
こから新たなアプリケーションを、あるいはサービスを、あるいはプロダクトをつくっていけるかというような議論が重要。
官が民を流れに乗せる動きを考えるべき。

（秋元委員）
 世界はデジタリゼーション、そしてＡＩを活用したインテグレーションが進む。日本国内は保守的で、そういう流れ

についていけていない。特にエンドユースのところのイノベーションが遅れ、日本の市場は閉鎖的。もう少し海外に
学びながらキャッチアップし、いろいろコネクションを強める中で日本独自に発達できる余地がある。どういう政策が
いいのかというのは非常に難しいが認識の共有は非常に大事。 2



１．電力分野のデジタル化の動向



電力分野におけるデジタル化・データ活用の動向
 他の産業分野と同様、電力分野においてもビッグデータやIoT等のデジタル技術を活用し

た競争力強化の取組が広がっており、新規事業の創出や収益性の改善が期待されている。

新規事業創出

収益性改善

代表的な取組事例目的・提供価値
エネマネサービス

開発等
• ブロックチェーンP2P電力取引【送配電・小売】
• 分散型需給システムの構築【送配電・小売】

エネルギー以外の

新規サービス開発
• 電力使用量データ（スマートメーター）の活用【送配

電・小売】・・・後述

自動・最適制御化
（最適制御等）

• IoT,AI技術等を利用した発電所の超高効率運転【発
電】・・・後述

• 小売電気事業者による最適な調達計画・収益性分
析【送配電・小売】

省人化・保安力
（遠隔化・自動化）

• IoT,AIを活用した保安技術の向上【発電・送配電】
・・・後述（ex.送電線外観点検、鉄塔劣化診断におけるドローン活用等）

情報化
（形式知化・予測・共有）

• 小売電気事業者による最適な調達計画・収益性分
析【小売】

• 再エネ出力予測【送配電】・・・後述
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 Connected Industriesのコンセプトは、ひとつの業界に留まらない横断的な企業連携が求めら
れおり、電力会社が抱える膨大なオペレーション、保守・点検、顧客データ（スマートメーターの情
報等）を多業種横断的な社会基盤の構築に資するポテンシャルを有する。

※ 現在、資源エネルギー庁では、市場成長性、我が国産業が有する強み、社会的意義の大きさ等から、下記の５つの重点取組
分野（プラント・インフラ保安では電力分野も対象）については「分科会」を設置し、具体的検討を実施。

重点取組分野
（分科会）

自動走行・
モビリティサービス

ものづくり・
ロボティクス バイオ・素材 プラント・

インフラ保安 スマートライフ

ビジョン
（社会的意義）

・交通事故の削減
・交通渋滞の緩和
・環境負荷の低減
・分散エネマネ
・物流も含む移動サービスの
拡大

・生産の全体最適
・止まらない工場
・事故や環境負荷の低減

・材料や医療・創薬の革新
・エネルギー資源対策
・社会変革を実現する革
新素材創出

・プラントにおける安全性と
生産性の向上
・自主保安力の向上と「稼
ぐ力」の創出
・センサー、ドローン等の効
果的活用

・少子高齢化が進む中
で、人手不足等の社会
課題に対して、スマート
ライフ市場が代替するこ
とで、働き手(労働時
間)を創出

市場成長、
経済効果予測

・自動運転車市場で870億
ドル
・運転時間を生産性向上や
サービス消費に充て、千億～
1兆ドル

・「産業インターネット市
場」が今後20年以内に
世界のGDPを10兆～15
兆ドル押し上げ

・2030年の世界のバイオ
市場は約1.6兆ドルに成長
・世界の機能性素材市場
は約50兆円

・インフラ老朽化や需要拡
大への対応に世界で約
200兆円の市場

・2011年の無償労働
貨幣評価額は約100
兆円（家電市場は約7
兆円）

推進主体
自動走行ビジネス検討会
（追って、モビリティサービス産業
戦略検討会（仮称）を設置）

RRI（ロボット革命イニシ
アティブ）

COCN、日本化学工業協
会

プラントデータ活用促進会
議 IoT推進ラボ

横断的課題

・協調領域を含むデータ共有・利活用 ・AIシステムの更なる開発支援・海外展開
・トップ人材育成の抜本的強化 ・AIをめぐる法務事項に関する検討の具体化（AI責任論等）
・国際標準の戦略的活用 ・サイバーセキュリティ対策の実施
・データルールをめぐる国際連携の促進（日EUデータエコノミー対話の深化）
・中小企業への普及、取組支援 ・更なる検討課題：バックオフィス改革、Fintech など

9（出所）経済産業省「Connected Industries」東京イニシアティブより

コネクテッド・インダストリーズのコンセプト





（参考）再エネ出力予測の研究

 再エネ出力の変動が需給安定に大きく影響するようになっていることから、太陽光発電の
出力予測の高度化に向けた技術開発が積極的に進められている。
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関西電力における日射量予測システムの開発

国における再エネ出力予測高度化研究



２．スマートメーターのデータの活用について





（参考）需要家情報の活用に関する検討の前提

○「電力システム改革専門委員会報告書」（2013年2月8日取りまとめ）においては、個人情報保護に十分な配
慮を行った上で、電力使用に関する情報をはじめとする需要家情報の活用を進めていくこととしている。

【参考】電力システム改革専門委員会報告書（2013年2月8日取りまとめ）（抄）

Ⅱ．小売全面自由化とそのために必要な制度改革

３．自由化に対応した需要家保護策等の整備

（５）需要家情報へのアクセス
小売事業者が新たな需要家との契約を獲得するに当たっては、個々の需要家の過去の電力需要の時間

帯別の状況（ロードカーブ）など、需要家の電力使用に関する情報を踏まえて営業活動を行うこととな
る。そのため、需要家による電力選択を実質的に可能とするためには、各小売事業者が需要家情報にア
クセスできるようにすることで、顧客の獲得や契約変更を円滑化する仕組みを設けることが必要である。
こうした仕組みの構築に当たっては、海外での取組なども参考にしつつ、需要家情報が需要家に帰属

すること、及び、個人情報保護に十分な配慮を行うことを前提とした上で行う必要がある。また、需要
家情報の管理を送配電事業者が一元的に行うことも考えられる。なお、小売事業者が実際に営業活動を
行う際には需要家の分布についての情報が重要であるため、個人情報保護に万全を期した上で、「どこ
にどのような需要があるか」といった情報の提供を行う仕組みについても、併せて検討する必要がある。

第３回 総合資源エネルギー調査会
基本政策分科会制度設計ＷＧ

事務局提出資料（2013年10月）抜粋
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（参考）提供する情報項目（低圧）

情報項目※１ 概要

１ 契約電力・電流・容量 託送契約における契約電力・電流・容量

２ 供給方式 供給電気方式（例：単相３線式100/200V）

３ 設置計器 設置計器に関する諸情報（例：遠隔通信機能有無）等

４ 供給地点特定番号
設備情報・使用量情報の閲覧・取得にあたり、対象供
給地点を一意に特定する識別番号

５ 住所（引込柱番号・計器番号） 供給地点の場所情報

６ 通電状況等
電気使用の有無および使用廃止中の場合、廃止措置の
状況を提供

７ 使用量情報 直近13ヶ月分の電力使用量等

８ 自家発連系有無※２ 自家発電設備の系統連系有無

９ 検針日
検針基準日および照会日を基準とする直前（直後）の
検針日

※１その他情報項目については、共通情報検索機能の利用者ニーズ・主旨、情報の適正な管理等の視点を踏まえ都度検討。
※２自家発逆潮電力量は、発電者等の同意確認を前提に、一般送配電事業者が情報連携方式を標準化のうえ、個別に情報

提供に対応。

第６回 総合資源エネルギー調査会
基本政策科会制度設計ＷＧ

事務局提出資料（2014年6月）一部修正
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注）この情報項目は、「②小売電気事業者等による小売供給契約を需要家と結ぼうとする場合の当該需要家（要委任）のデータ

取得」の提供パターンの場合の共通フォーマット







電力会社
（設置予定台数注2）

設置数注3

及び進捗率 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

北海道電力
（370万）

76.7万
(20.7％) 29/38 48/53 48 49 51 51 52 56 57

東北電力
（666万）

148.0万
(22.2％) 8/12 58/65 82/84 82 81 80 80 78 77 74

東京電力
（2,700万）

1060.4万
(39.3％) 150/190 315/320 595/570 570 570 330 330

中部電力
（950万）

289.8万
(30.5％) 1/1 108/102 181/146 144 142 139 139 142 139

北陸電力
（182万）

37.3万
(20.5％) 15/15 22/25 25 24 23 22 18 17 19

関西電力
（1,300万）

750.0万
(57.5％) 154/160 174/170 210/170 170 140※ 125※ 115※ 110※ 110※

中国電力
（495万）

90.9万
(18.3％) 24/24 67/56 61 61 61 61 61 61 61

四国電力
（265万）

43.5万
(16.4％) 1/3 13/15 29/31 31 32 32 32 32 32 31

九州電力
（810万）

257.1万
(31.7％) 7/0 106/80 85 85 109 101※ 100※ 89※ 47※

沖縄電力
（８５万台

11.0万
(12.9％) 1/1 10/10 10 10 9 9 9 9 9 9

合計 314
/366 

744
/750 

1350
/1225 1226 1194 959 940 593 590 298 9 

各年度末のスマートメーター導入台数（2017年3月末時点）
（設置台数／当初計画注1（～2016年度）・設置予定台数（2017年度～）） 各社の計画 単位【万台】

※ 記載導入台数のほかに検定有効期間満了（検満）に伴うスマートメーターからスマートメーターへの取替が発生
注1）当初計画：第15回スマートメーター制度検討会（H26.12.9） 注2）計画については精査中 注3）試験導入にて設置したスマートメーターを含む

（参考）各電力会社のスマートメーター導入計画（年度別）
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スマートメーターデータの利用・提供の拡大に向けて
 デジタル技術が飛躍的に発展する中、一般送配電事業者の保有するスマートメーターデータ

（各需要家の電力使用量30分値）を活用し、より効率的に電気事業を行ったり、新たな
事業を創出したりすることへの期待が高まっている。

 他方、個々の需要家の電力使用量情報は個人情報に該当し（需要家が法人の場合は
競争情報の可能性）、その保護に万全を期す必要があるほか、電気事業法上、一般送配
電事業者は、「電気の使用者に関する情報」の目的外利用を禁じられている。

※電気事業法第23条は、「電気の使用者に関する情報」を託送業務等の目的以外で利用することを禁じている。

 このため、スマートメーターデータの利用・提供の拡大に向けては、個人情報保護の担保を
大前提としつつ、活用のニーズや効果、データ加工のコスト等とのバランスを踏まえ、将来の
国際展開も視野に入れながら、必要なルール整備を図ることを目指し、検討を深めていくこと
としてはどうか。

スマートメーターデータの利用・提供の拡大に向けた主な論点（例）
〇対象データ
個人情報保護の担保を大前提としつつ、どのような粒度（ex. 市町村単位）や属性のデータについて、具体的にどのような活用

ニーズがあり得るか
〇データの利用・提供方法
独占事業としての一般送配電事業の位置付けを踏まえつつ、自らデータを利用する場合と第三者に提供する場合のルールをどのよ

うに定め、どのように第三者の利用ルールを定めるか
〇費用・収益の扱い
データの加工費用やデータ利用・提供から生じる収益について、託送料金制度上、どのように扱うか
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